
３．検討の経緯１．策定の目的

２．基本的な考え方

平成28年度に桑員地域２市２町は、桑名市及び木曽岬町の海抜

ゼロメートル地帯で広範囲に高潮・洪水が発生する恐れがある場合
等に、住民が市町域を越えていなべ市及び東員町に避難できるよう、
広域避難協定を締結しています。

この協定に基づく広域避難を円滑に実施するため、「いつ、誰が、
何をするか」を整理した桑員地域広域避難タイムラインを策定しまし
た。

（１）桑員地域防災対策会議
桑員２市２町（桑名市、
いなべ市、木曽岬町、
東員町）及び三重県で
構成する会議。

平成30年度：タイムラインに係る行動項目を抽出
令和元年度：タイムライン（案）を作成
令和２年度 ：図上訓練でタイムライン（案）を検証

⇒桑員地域広域避難タイムライン完成

（２）伊勢湾台風６０年防災訓練
桑員地域広域避難タイムライン
に訓練内容・結果を活かすことを
目的として、木曽岬町からいなべ市
へ要支援者を対象にしたバスによる
広域避難訓練などを行いました。

（１）対象とする災害
伊勢湾台風を超える規模（上陸時930hpa以下等の基準）で
桑員地域に甚大な浸水被害を及ぼす可能性がある台風
（２）想定される運用時間（いつ）
台風発生時から台風通過後
（３）運用主体（誰が）
桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、三重県、
関係機関（消防団ほか）
（４）行動項目（何をするか）
広域避難に必要な対応（バス輸送の手配や一時滞在施設
の設置等）を洗い出し、行動項目として整理しています。

桑員地域広域避難タイムラインの概要

写真＝バスによる広域避難訓練（令和元年9月）

写真＝図上訓練における検討（令和２年11月）



桑員地域広域避難タイムラインの概要


